
*事由書の提出
（左記に追加）

照会

　　　意見

　②入所の意向があり受入可能な状況であれば入所案内

　③合意があれば契約・入所

※　ご不明な点がございましたら「特別養護老人ホーム　しあわせの家」までご連絡ください。
　　TEL　　０８９６－２８－２８７１

　①空床が発生次第、順位上位者から順次現況調査

※入所後に特例入所対象となった場合には保険者
市町村に意見を求めた上で検討委員会において可
否について検討されます。

＊入所申し込み書
＊介護保険証の写し
＊入所判定に係る調査同意書
＊認定資料提供等に関する本人同意書

　　※　行政からの措置入所
　　※　長期入院等で契約解除した
　　　　入所者の再受け入れ
　　※　事故・災害・その他緊急性
　　　　が認められるとき一次判定（要介護度・介護者の有無等）

※　入所申し込み書・介護保険証

　二次判定（認知症の状態・介護者の状況・生活の場所
　居宅サービスの利用状況・待機期間・他）
　　　　　　※　情報開示資料

保険者市町村

　　※意向確認・現在の身体状況・精神状態等の確認等

入所検討委員会（順位の調整・確定）
※　３ヶ月毎に開催・見直し

入所決定

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
入所基準について

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への入所は、指定介護老人施設の人員、設備及び運営に関する
　基準第７条2項に基づき、介護の必要性の程度及び家族の状況を勘案し、施設サービスを受ける必要性が
　高いと認められる方から、優先的に入所していただくこととなっています。また、原則として要介護３以上
　でなければ入所ができないこととなっており、要介護１及び２の方については、やむを得ない事由が認めら
　た場合にのみ入所申込みを受け付けることとなります。

しあわせの家・しあわせの家寒川　入所基準の概要
（入所判定の仕組み）

　しあわせの家・しあわせの家寒川では、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所
　していただくて為に、下記の要領で判定が行われます。また、入所検討委員会では判定の透明性・公平性を
　確保するため、両施設の職員以外の第三者を加えて構成されています。

入所希望者からの申し込み
要介護３・４・５

特例入所申請
要介護１・２

例外的取扱い

特別養護老人ホーム　しあわせの家
地域密着型特別養護老人ホーム　しあわせの家寒川

入所検討委員会


